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結審に当たって 

  

革新的センサ技術に対する愛知製鋼の無理解が生んだ冤罪 

    ～検察は「犯罪事実」を立証出来ず～ 

はじめに 

  

 先月２３日、本蔵義信さんと菊池永喜さんの不正競争防止法違反容疑で争われた裁判が結審しました。

「本蔵さんが開発中の世界最高水準の次世代磁気センサ（GSRセンサ）は、愛知製鋼の磁気センサ（ＭＩ

センサ）の技術を盗用したものであり、２０１３年４月９日、会議室ホワイトボードで愛知製鋼の営業秘

密を開示した」との事件です。一体、当時の二人に何が起こっていたのか。何に取り組んでいたのか。初

公判以来４年半、全３２回の公判の中で本蔵さん菊池さんと弁護団は、膨大な業務記録を遡り、証拠資料

と共に二人の当時の行動や GSR センサ開発開始までの経緯を詳細に明示してきました。その結果、ホワ

イトボードの写真に、愛知製鋼の秘密技術の記載は一切なく、GSRセンサ開発に使用する新しい装置のみ

描かれていたことが解明されました。そして、秘密漏洩の証拠とされたホワイトボードの写真こそが、二

人の無実を示す最大の証拠でした。 

４年半にも及ぶ事件となってしまった原因は、一体何だったのでしょうか。 

これまでご支援いただきました皆様のお力が本蔵さん菊池さん及び弁護団にとって、どれだけ大きな

支えになったか分かりません。私達からも心より感謝申し上げます。判決は３月１８日の予定です。無罪

となり科学技術の新しい地平が開かれるものと信じています。ここに改めて、本裁判を通じて明らかに

なった真相をご報告いたします。 

 

（主な内容） 

1. GSRセンサは MIセンサとは異なる原理に基づくセンサで あることが明らかとなりました。 

  つまり、本蔵さんには MIセンサ固有のノウハウは無用でした。 

2. 愛知製鋼の証言者ごとに、「営業秘密」が異なっており、検察が主張する「秘密開示情報」なるもの

が、公知情報であったことも明らかになりました。 

検察は、「盗用された」という技術を証拠・証言によって特定出来ず、検察の工程は作り話であった

ことが明らかになった後も一切反論することなく「犯罪事実」の立証責任を放棄しました。 

・会議室にいた全員が本蔵氏は愛知製鋼の営業秘密を開示していないと証言しました。 

・愛知製鋼の西畑証人は、検察が主張する「漏洩した工程」には、愛知製鋼の真のノウハウが欠けて

おり、機能しないと証言しました。 

3. ２０１３年４月９日の会議は､私的なものではなく、愛知製鋼の正式な業務の一環でした。菊池さん

は愛知製鋼の業務をしていただけでした。 

・菊池さんの業務はセンサの小型化による原価低減で、４月９日の会議もその一環でした。 

・検察のストーリーに沿った菊池さんの供述調書は、外部から遮断された密室で、情報操作によって

強要されたものであったことが明らかになりました。 
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4. 愛知製鋼はＧＳＲセンサの原理と技術を理解できないまま告訴しました。 

青山証人の証言や愛知製鋼の主張は、ＧＳＲセンサに対する無理解を露呈したに過ぎません。そして

検察は愛知製鋼の信じる犯罪ストーリーを鵜吞みにして、「営業秘密の漏洩」を主張したのです。 

5. 本事件は日本の科学技術の発展にとって深刻な問題を提起しています。 

 

私達は、本蔵さんの完全無罪と世界最高の磁気センサが世に出ることを熱望しています。 

  

＊①起訴内容（参照１）、②検察による愛知製鋼の「営業秘密である整列工程」（参照２） 

③裁判経過については文末をご参照ください 

  

１ GSR センサは MI センサとは異なる原理に基づくセンサで あることが明らかとなりま

した 

  

 事件の背景には、愛知製鋼が、「本蔵さんが開発に成功した GSRセンサは、愛知製鋼の有する MIセン

サ技術の模倣に過ぎない」と主張したことがありました。そして「マグネ社（＊）のワイヤ整列装置もま

た愛知製鋼のそれを盗用したに違いない」断定し、愛知製鋼の整列装置の営業秘密漏洩を告訴すると同

時に「ワイヤ整列装置の特許」「ＧＳＲセンサの原理特許」の無効を訴えました。ところが、前者特許に

ついては愛知製鋼自らが取り下げ、後者特許については特許庁によって二度にわたりその訴えが却けら

れ、『本発明（GSRセンサ）は新現象を発見した基本特許と評価し・・』との判定が下ったのです。今や

それは、 国際学会誌にも掲載され、古典物理学に基づく磁性変化たる MI原理とは全く異なる『新原理』

として受け入れられ始めています。 

 （＊）マグネ社は，磁気技術の研究開発とその成果の普及を目指して，本蔵さんが設立した会社です。 

（解説） GSRセンサと MIセンサの原理と技術の比較 

GSR 原理（2015 年発見）は MI原理（1992 年発見）と比較すると、適用周波数を MHz から GHz へと増加させた結果、基

礎的な物理現象が古典的な磁壁移動から量子論的なスピン回転へと変化しています。性能面では 100 倍も向上しており、

世界が注目している画期的なセンサです。 

GSR 原理は、磁性を感知するワイヤの表面磁気特性に依存するもので、センサ素子の製作過程で、張力を弾性限界

（40kg/mm2）より大きく付与します。他方 MI 原理は、ワイヤ全体の磁性特性に依存し、負荷する張力を極力小さくし、弾

性限界以下が必須です。裁判で争われているワイヤ整列装置は、ワイヤを基板前面に貼り付ける装置で、GSR 装置は、強く

引っ張っているのでワイヤをまっすぐに貼るのは容易ですが、断線対策が難しいものです。MI 装置は、張力が小さいので

断線対策は容易ですが、まっすぐに精度よく張る点で難しさがあります。両装置は、GSR 原理と MI 原理の違いに対応して、

装置の機能が大きく違います。それにも関わらず、愛知製鋼は、刑事告訴と同時に、両装置は同じだと主張し、マグネ社

の特許権の仮処分を行いました。しかし、現在自らこの主張を撤回しており、いかに理由が無い主張をしているかを自ら

認めています。 
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２ 検察は、「盗用された」という技術を証拠・証言によって特定出来ず、「犯罪事実」の客観的立証と

いう責務を放棄しました 

 

（１） 会議室にいた全員が本蔵氏は愛知製鋼の営業秘密を開示していないと証言 

  会議室にいたのは本蔵さん、菊池さん、装置メーカの F氏の３人だけです。全員が本蔵さんは愛知製

鋼の営業秘密 を開示していないと証言し、装置メーカの F 氏は「仕様を聞いただけ」と証言しました。

当日の打ち合わせを記録した証拠資料、ホワイトボード写真、F氏と菊地さんの当日の記録メモから、事

件当日の内容が再現されました。装置の設計は F 氏が説明しており、愛知製鋼の秘密は一切議論されて

いませんでした。このことに対して、検察は一切反論を行わず、犯罪事実の客観的立証という責務を放棄

しました。 

（２） 愛知製鋼の西畑証人は、検察が主張する「漏洩した工程」には、愛知製鋼の真のノウハウが欠け

ており、機能しない、と証言 

  ＧＳＲセンサの場合、ワイヤに強い張力をかけるので直線性は簡単に実現され、このワイヤを基準

に上昇した基板の溝にワイヤを挿入し整列させることは簡単です。一方愛知製鋼のＭＩセンサの場合、

整列工程の開発に関わった西畑氏の証言によると、「弾性限界内の弱い張力で、極細で弱いワイヤを、直

線状に基板上に配置する」ことを目的とする装置なので、ワイヤを直接狭圧しない、ワイヤを直線状にす

る工夫、ワイヤ切断前に張力を解除する等の具体的な「ノウハウ」がなければこの装置は機能しないと証

言しました。これらの具体的な「ノウハウ」が欠ける検察工程では愛知製鋼の装置は作動しないと証言

し、検察工程がアイチの秘密工程でないことが明らかになりました。 

（３） 検察が主張する「秘密開示情報」なるものは、公知情報であった 

  検察の主張する営業秘密たる「整列工程」は、ごく一般的なもので、且つ、工程として成立すべき連

続性を欠いており、到底「秘密」の名に値しません。装置メーカの担当者は、検察の主張する程度の抽象

的な工程情報は汎用技術であり、同種の装置は他社への納入実績もあり、また同社のカタログにもその

程度のことは記載されていると証言し、検察の主張する「整列工程」が公知情報であることを明らかにし

ました。 

  愛知製鋼側の青山証人は、検察工程から、マグネ社の装置の工程と愛知製鋼の装置の工程に共通す

る一般的工程だけを抜き出して、この「基本工程」こそが愛知製鋼の秘密工程だ。と新たな主張を展開し、

西畑氏の証言を否定しつつ挽回を図りましたが、弁護団は証拠を示しながら、悪質な証言であると論断

しました。 

愛知製鋼は１９９９年以前に整列装置「０号機」を導入しており、それは公開していました。また「1

号機」は、ＪＳＴ（科学技術振興団）からの委託開発であり、そのノウハウはＪＳＴに帰属するものでし

た。次に「２号機」（２００４年）「３号機」（２００６年）を導入しましたが、いずれも「ワイヤに、

弾性限界内で余分な応力を掛けない」もので、マグネ社の「弾性限界以上の張力を掛ける」装置、工程と

は異なるものでした。 

（４） 証言者によって、「営業秘密」は異なっていた 

  「ワイヤを整列させる工程」は、装置そのものや図面で容易に提示できたはずのものですが、検察は

それらの物証の提示を拒否し、証言で充分にその主張が立証できると胸を張りました。しかし、その結果

は惨憺たるものでした。愛知製鋼の 証人ごとに「営業秘密」の内容が異なり、愛知製鋼の営業秘密が特
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定されることはありませんでした。青山証人に至っては、「漏洩した営業秘密を記した文章は存在しな

い、一人一人の頭にある」と証言しました。それでは、検察の主張する「営業秘密」は誰の頭の中にあっ

たものだったのでしょうか。はっきりしていることは、その存在の客観的立証自体が困難だということ

です。いったい、検察官はどうやってその「営業秘密」とやらを導き出したのでしょうか。そもそも愛知

製鋼の営業秘密管理はどうなっているのでしょうか。 

（５） 検察の主張する工程は作り話であった 

検察工程には、「“ワイヤを基準”にワイヤを整列させる」と記載されており、それが愛知の秘密だ

と主張していますが、この「ワイヤ基準」という技術用語は２０１４年２月ごろに本蔵さんらが発案し

て、その後装置メーカがマグネ社に納入した２号機にて、２０２０年に完成した技術で、２０１３年４月

９日事件当時には存在していない技術です。事件当時は、「“ガイド基準”にワイヤを整列させる」装置

が図示されており、検察工程はホワイトボードの写真に対応していませんでした。検察の工程は、愛知製

鋼の装置を稼働させることができない、当時存在していなかった工程を含む架空の工程、ホワイトボー

ドの写真にも対応していないことが明らかになったのです。 

 

３  ２０１３年４月９日の会議は､私的なものではなく、愛知製鋼の正式な業務の一環

であり、菊池さんは愛知製鋼の業務をしていただけでした 

 

（１） 菊池さんの業務はセンサの小型化による原価低減 

菊池さんは２０１２年６月、第三生産技術部長に就任しました。当時の主な業務は素子の小型化

による原価低減と、アップル向けワイヤ素子の開発でした。従来のワイヤ挿入装置ではこの課題に対

応が出来ず、装置メーカと新規装置の開発を進めていました。社内の会議では「原価低減に取り組む」

ことが確認されており、会社の業務として社長以下も承認済みでした。その後装置メーカと契約し、そ

の要望に従って新装置設置寸法確認のために治具を送付しましたが、当然それもまた愛知製鋼での原

価低減業務の一環でした。すなわち、「営業秘密」を漏洩したとされる２０１３年４月９日の会議もま

た、原価低減を図るための第三生産技術部の正式な会議だったのです。決してそれは「本蔵氏の主導の

下に開かれた違法な漏洩のための会議」ではありませんでした。これらの事実は、ようやく公判の終結

が見通せる時期になって、菊池さんの記憶と当時の資料が整理されて初めて明らかになりました。こ

のことは捜査にあたった警察・検察も知っていたはずです。知らなかったとすれば全くもって捜査の

怠慢というほかはありません。口をつぐんではいますが、愛知製鋼もまたそれを知っていたことは言

うまでもありません。 

（２） ２０１３年４月９日の会議では「営業秘密」は開示されていなかった 

  会議では、菊地さんから、原価低減のための装置の仕様が示されました。本蔵さんは､その装置で、

以前から温めていた､アイデアについて話しました。それは、大きな張力をワイヤに掛けることで、後

にＧＳＲセンサ開発の出発点になるもので、会議はその可能性を検討するものでした。この仕様やア

イデアは､装置メーカの自社技術で実現できるので、愛知製鋼のノウハウを必要とするものではありま

せんでした。また、本蔵さんのアイデアも､従来の愛知製鋼にはない新しいものでし た。 

（３） 外部から遮断された密室で、情報操作によって強要された供述調書 
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  取り調べの時点で、事件とされる時から４年も経っていました。検察はＰＣやメモ・ノートなど全

ての記憶媒体を差し押さえており菊池さんの手元には自主的に記憶を回復する手立ては残されていま

せんでした。検察に都合の良い証拠のみを提示され検察ストーリーに沿った調書が創られました。否

認を続ければ身柄拘束が長引くことも匂わされました。菊池さんには裁判で潔白を証明する手立てし

か残されていませんでした。 

  

４ 愛知製鋼はＧＳＲセンサの原理と技術を理解できないまま告訴しました 

  

（１）鑑定人たる青山氏の驚くべき証言  

   愛知製鋼の告訴の発端となった「本蔵特許と愛知製鋼のワイヤ整列装置は同じだ」とする（特許鑑

定書）（２０１５年１２月）を作成した青山氏は、西畑氏（同じ愛知製鋼）の「細かいノウハウが愛知製

鋼の営業秘密である」との証言とは真逆に「些細な違いではなく基本工程こそが営業秘密だ」と証言しま

した。そもそも青山氏のこのような主張の裏には「愛知製鋼の MIセンサ製造技術は世界一」という自負

があったのではないでしょうか。そして、マグネ社のワイヤ整列装置特許の存在を知った時、また、新し

い整列装置がその仕様の提示から半年余りで納入されたことを知った時、その自負心は愛知製鋼から盗

んだものに違いない、という予断を生んでしまったのです。すべてはここから始まりました。整列前のワ

イヤの特性を損なわずに最大限に活かすための整列装置の工夫の数々は、愛知製鋼の文字通りにノウハ

ウでした。しかし、皮肉にも、それは青山氏によって「些細」なこととされてしまいました。それは本蔵

特許にも新しいワイヤ整列装置のどこにも存在しなかったからです。「愛知製鋼の整列装置と本蔵特許・

マグネ社の整列装置に共通するものこそ、愛知製鋼の「営業秘密」である」、すなわち両者に共通するな

んとも陳腐な「基本工程」なるものが営業秘密だと主張されることとなりました。 

   例えば、青山氏は「負荷張力が弾性限界より大きいか小さいかで技術が異なる」との質問に、「些

細な違いで、張力を負荷して引き出すという意味では同じだ。」と証言しました。しかしマグネ社の装置

は、ＧＳＲ特性の向上を図る目的で、ワイヤ表面の巻き癖応力を一様にするために、弾性限界以上の張力

が必要であり、そのために装置の構造（張力制御、チャック構造他）も大幅に異なっています。この違い

は、MI 原理（古典的な磁壁移動という電磁現象）と GSR 原理（量子論的な、表層のスピンの高速回転現

象）の違いに直結するものです。青山氏の主張は、その違いが理解できなかったか、あるいは意図的に無

視したのでしょう。 

   かくして、愛知製鋼の技術者の創意をも切り捨て、本蔵特許の独創を見ないこのような主張はた

ちどころに行き詰まりました。それはあまりにも平凡なものとならざるを得なかったのです。大学程度

の技術教育を受けた人間であれば、誰でも思いつくような内容になりました。本人は明言しませんでし

たが、それが公知の情報であることを認めたのでしょう。弁護団からこの点を追及された青山氏は「公知

情報でも組み合わせ方によっては秘密たりうる」と開き直りました。青山氏には今少し聞きたかった。そ

の主張する「基本工程」のどこに「秘密」の名に値する組み合わせの「妙」があるのか。 

（２）「技術常識に反する主張･･･」 と特許庁が審決した愛知製鋼の主張 

愛知製鋼は､２０１８年１０月に本蔵さんのＧＳＲセンサ特許を「ＭＩセンサと同じ」ものだとし

て、特許無効審判を請求し、特許庁から、２０１９年１０月に「ＧＳＲセンサとＭＩセンサは異なるもの」

との審決が出されると、次いで、「用語使用などに問題がある」として、２０２１年 1月、特許庁に本蔵
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特許は無効であると審判請求をしました。最終的に２０２１年１２月に下った審判では、特許庁審判官

は本蔵論文の国際的学術評価を評価した上でＧＳＲ原理の発明を、『本発明は新現象を発見した基本特

許と評価し・・』との判定を下しました。 

興味深いのは、その審決において、≪請求人（愛知製鋼）の主張は「理科系の素養を有する当業者には

およそあり得ない常識外れの主張というほかなく、全く採用することができない」「技術常識に反した曲

解に基くもの」 「とるに足らぬ曖昧さを曲解、拡大しているものであって、到底これを支持することは

できない」≫と断言したことです。ちなみに、この審判で愛知製鋼を代表してその技術説明を行ったのは

青山氏でした。 

（３） 警察・検察は、愛知製鋼の予断に基づく「事件」の捏造を無批判に受け入れた 

   この事件はサーバーからのデータの持ち出し、治具の社外への送付等を挙げてなされた愛知製鋼

の告訴から始まりました（第一次告訴）。のちに県警の捜査はこの告訴に多くの誤認があることを認め、

本蔵さんは「不起訴」、菊池さんは「起訴猶予」となりました。（今となっては、この「起訴猶予」も撤

回され「不起訴」とされるべきものです。）本来なら、ここで事件は終わっていたはずでした。しかし県

警は押収した資料の中から見つけ出したある会議（２０１３年４月９日）のメモや写真を愛知製鋼に持

ち込み、それを根拠としたさらなる告訴を促したのです（第二次告訴）。本裁判はこのようにして始まり

ました。自らの捜査で愛知製鋼の事実認識に多くの誤認が含まれていることを知りながら、愛知製鋼の

描く事件の予断に満ちた「構図」を無批判に受け入れていたのです。 

 愛知県警も、名古屋地検も、さらに言えば、愛知製鋼もまた、これで「営業秘密の漏洩」は明らかとな

った、とタカをくくったのです。やがて、法廷で、メモや写真に記録された技術内容をめぐって、検察官

の主張する「営業秘密」それ自体が争点になるとは思いもよりませんでした。愛知製鋼によれば、本蔵特

許もマグネ社の整列装置も愛知製鋼の技術の模倣でしかないのです。従って、このメモや写真を残した

会議はこの模倣の現場であり、従って「営業秘密」の漏洩は自明のことであると信じて疑わなかったので

す。 

 検察官の主張は、メモや写真に残された技術内容は議論の余地のない愛知製鋼の「営業秘密」その

ものというところから出発していました。愛知製鋼がそのように主張したからです。ところが、その会議

は、それまでの愛知製鋼の技術の壁を乗り越える新しい革新的技術の出発点となるアイデアを検討した

会議であり、メモや写真はまさにその記録だったのです。従って、そのメモや写真には、それまでの愛知

製鋼のノウハウは含まれず、装置メーカの自社技術と本蔵さんらの新しいアイデアが記録されていたの

です。 

  公判が始まると状況は一変しました。弁護団が検察官を追及するという思いもかけない展開が始ま

ったのです。「営業秘密とされる漏洩された工程とはどの整列装置の工程なのか？」との弁護団の質問に

検察官は慌てました。愛知製鋼には工程の異なる三世代の整列装置３台があることすら知らず、その冒

頭陳述がなされていたからです。「その秘密工程なるものを根拠づける物証・書証はあるのか？」という

質問には「ない」と答えるしかありませんでした。検察官は、マグネ社の保有する整列装置特許は愛知製

鋼の営業秘密・ノウハウを基礎にしたものだと主張していました。しかし、愛知製鋼は検察官も知らない

ところで、マグネ社のそれとは異なる工程を持つ整列装置の特許を申請していました。その特許によれ

ば、愛知製鋼の実際のノウハウは検察官の主張する「営業秘密」とは似ても似つかぬものでした。公判を

通じての愛知製鋼の技術者の証言も、大きな張力をかけてワイヤを引っ張り固定するという新しいアイ
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デアの核心部分に質問が及ぶと「私には技術はよくわからないが、・・・・・、引張って固定しているの

で愛知製鋼の秘密です」というなんとも辻褄の合わない証言に終始しました。この様に愛知製鋼は「よく

わからない」ままに、予断をもって「営業秘密の漏洩」を訴え、愛知県警と名古屋地検はそれを鵜呑みに

してしまったのです。 

愛知県警と名古屋地検の失敗の原因は明らかです。彼らは大企業・愛知製鋼の主張には寄り添い、力

弱いエンジニアの声には一顧だにしませんでした。彼らは、忖度することなく、愛知製鋼の主張する「営

業秘密漏洩」のおそまつな内容もまた、その捜査の対象とするべきでした。このことを怠ったがために、

自らの法廷での主張もおそまつなものとならざるをえなかったのです。 

 

  

５ 日本の科学技術の発展にとって深刻な問題を提起しています 

  

本蔵さんは、最終陳述で「本事件は作り話であり、事件の真相は愛知製鋼による GSR技術の乗っ取り

事件です。今後の、大企業によるベンチャー企業の技術乗っ取りの事件の始まりを意味しており、これを

許せば、日本の科学技術力が一層低下し、日本経済の危機につながると思います」と主張しました。 

この事件は日本の科学技術の発展にとって深刻な問題を提起しています。 

初公判から４年半を経過していますが、この刑事裁判と並行して愛知製鋼による 3 件の特許裁判が

争われ、いずれも本蔵さんが勝利しています。本刑事裁判が扱っている内容は、科学的技術的に世界最先

端の極めて高度なものであり、特許庁の審決により、本蔵さんが開発した技術は、愛知製鋼の MI技術と

は異なり、GSR技術は特許として有効であるとして、すでに決着がついているのです。 

それでも尚、検察は、本蔵さんが愛知製鋼の秘密の工程（＝検察工程）を盗み出して、それを利用し、

GSRセンサを開発したという主張に固執しています。 

しかし裁判が結審した今、検察工程は架空工程であり、秘密漏洩事件は作り話であったことが明らか

になりました。 

私達は、本蔵さんが、刑事被告人という“くびき”から完全に解き放たれ、世界最高の磁気センサを

世に出すこと、そして、日本が世界に力強く羽ばたく一翼を担うことを、心から熱望しています。 

 

 

２０２２年１月２２日 

 

本蔵義信さんを応援する会 

会長    松田 正久 

副会長   松田 篤 

副会長   石坂 雅昭 
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＊参考１ 起訴内容 

 １） 本蔵さんは菊池さんと共謀し、 ２） ２０１３年４月 9 日に装置メーカ社員 F 氏に対し、３） 愛知製鋼

の営業秘密である『ワイヤ挿入装置の整列工程』を、４） ホワイトボードに図示また は口頭で開示した。 

＊参考２ 営業秘密たる『ワイ ヤ挿入装置の整列工程』は７工程 

①一定張力でワイヤを基板上方 まで引き出し･･･、③ワイヤを基準線として位置決めをし、 

④上昇した基板溝にワイヤを挿入し磁石で仮止めし、⑤基板左でワイヤを切断し、 

⑥台座が下降、⑦  ①～⑥を機械的に繰り返す。 

＊参考 3 裁判経緯 

  ２０１７年３月１５日起訴、２０１７年６月２７日第一回公判、２０２１年１２月２３日第３２回公判にて結審 


